
藤岡市立西中学校

いじめ防止基本方針

＊ 本基本方針は、いじめ防止対策推進法、群馬県いじめ防止基本方針、

藤岡市いじめ防止基本方針を受け、策定したものである。



- 1 -

Ⅰ いじめ防止基本方針策定にあたって

「いじめ防止等」とは「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」及び「いじめへの対処」

をいう。

１ いじめの定義

（いじめ防止対策推進法 第２条）

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等

当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為

の対象となった児童 等が心身の苦痛を感じているものをいう。

① 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、

いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。

② いじめの認知は、特定の教員のみによることなく、法第２ ２ 条の「学校におけるい

じめの防止等の対策のための組織」を活用して行う。

③ 「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒

や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（ グループ）な

ど、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。

④ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌

なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。

⑤ けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被

害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。

２ 基本的な考え方

学校生活全体を通して、生徒に自己存在感・自己有用感をもたせ、共感的な人間関係を

築くことが、いじめ防止の第一歩である。生徒指導の３機能を生かした楽しい授業、分か

る授業を展開するなど、様々な教育活動をとおし、生徒のよさを認め、ほめ、励まし、伸

ばすことで、生徒が自己実現を図れるようにすることが大切である。

いじめ防止に関する基本認識を以下に示す。

〇 いじめは、どの学級どの子どもにも起こりえるという共通認識のもと、「いじめは

絶対に許さない」という学校風土を醸成する。

〇 いじめられている子どもを、断固として守り通すとともに、いじめる子どもに対し

ては毅然とした対応と継続的な指導を行う。

〇 保護者との信頼関係を築き、地域や関係諸機関と積極的に連携を図る。
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Ⅱ いじめ防止等のための校内組織

西中いじめ防止対策委員会

１ いじめ防止対策委員会の役割

〇 「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」及び「いじめの対処」

に関する、計画立案

〇 「いじめの未然防止」「いじめの早期発見」及び「いじめの対処」

に関する、対策策定

〇 関係機関・関係団体との連携

〇 いじめ問題に関する情報及び生徒・家庭に関する情報の収集と事

態への対応

２ いじめ防止対策委員会の構成メンバー

〇 校長・教頭・教務主任・生徒指導主事・教育相談主任・養護教諭

・ＳＣ・ＳＳＷ

〇 関係する事案の学級担任・学年主任

〇 その他必要に応じ、藤岡市教育委員会指導主事・子ども課担当

・児童相談所職員等の関係諸機関の関係者

３ いじめ防止対策委員会の開催

〇 常時活動は、生徒指導部会週１回、教育相談部会週１回、計週２

回の部会によって行う。

〇 その他、校長が必要と認めた事案等に対し、適宜・迅速に開催

生 徒 指 導 部 会 教 育 相 談 部 会

校長、教頭、教務、生徒指導主事、 校長、教頭、教務、教育相談主任、生

いじめ防止担当教員、教育相談主 徒指導主事、学年担当、養護、ＳＣ、、

任、学年担当、養護教諭 ＳＳＷ、相談室担当支援員

週１回（校時表の１コマ） 週１回（校時表の１コマ）

生徒指導上の観点での取組 教育相談の観点での取組

積極的な生徒指導の提唱・推進 等 月一度の生活アンケートの実施 等
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Ⅲ いじめの未然防止

人権尊重の精神に基づく教育活動を行うとともに、子どもたちの主体的ないじめ

防止活動を推進し、いじめを生まない学校風土の醸成を目指す。

１ 西連携型小中一貫校としての取組

・年間計画に基づく連携事業（あいさつ運動、いじめ問題解決に向けた子ども会議、児

童生徒交流、教師の交流、出前授業の実施など）への取組

２ 生徒指導の実践上の４つの視点（自己決定・自己存在感・共感的人間関係・安心安全

な風土）で意識を高める

３ 言語活動の充実を図り、間違いを恐れず発言でき、共感的に受け止めることが出来る

認め会える学級風土づくり

４ 道徳、特別活動を通した思いやり、勇気、協力などの道徳的価値についてのじっくり

考える時間の確保。規範意識や集団のあり方などについて学習の深化。

５ 人権教育の常時指導の徹底

・西中「５つのいっぱい運動（挨拶、笑顔、歌声、作品、花）」の推進による、情操豊

かな西中生の育成、うるおいのある学校づくり

・西中ＩＳＯ活動の推進（生徒会によるリサイクル、ボランティア活動など）

・インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えか

ねない行為であることを理解させる取組

６ 人権集中学習月間の取り組み

・年間２回（６月と１１月～１２月）実施 生徒が主体的にいじめを防止する活動に参

画する機会の設定、及び各種行事との関連（生徒集会、球技大会、校内少年の主張大

会、人権の花マリーゴールドの栽培、など）

７ 保護者・地域・他校との連携

・学校便りや Web ページなどを活用しての情報発信や、保護者からの情報提供を
など相互の連絡を強化する。

・サポート会議など地域との連携を継続する。

・入学前の情報、卒業後への情報提供など、小中の情報交換を密にする。

・中学校区におけるいじめ防止活動の連携を図る。

・学校運営協議会により「いじめ問題解決に向けた教育懇談会」を開催し、保護者、

地域に取り組みを周知するとともに、いじめ問題について共に考え、連携を深める。

８ 校内研修

・「いじめに関する校内研修ツール」や「いじめ対策マニュアル」などを活用しな

がら、職員の人権意識を高める。

９ 指導計画・研修計画

別紙「いじめ防止等に関する年間計画」 参照
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Ⅳ いじめの早期発見

いじめは教師の目の届かないところで発生する可能性が高い。そこで、組織的に取

り組むとともに、生徒･家庭･地域と連携して実態把握に努めるものとする。

１ いじめの実態把握（ささいな変化に気づくための取組）

・教職員による日常観察、連絡帳や日記からの情報、生徒との会話、生徒同士の会話等

から、きめ細かい情報収集を心がけ、実態把握に努める。

・例月の生活（いじめ）アンケートを実施し、必要に応じ、面談等を行い、実態の把握

と情報の収集に努める。

・ＱＵテストの実施による学級満足度の評価（年２回）の活用

・スクールカウンセラーによる教育相談活動を活用し、悩みを聞き取る。

・「いじめ撲滅マニュアル」並びに「学校におけるいじめ問題に関するチェックポイン

ト」（いずれも市教委）の活用

２ 家庭及び地域との連携の強化

・保護者との信頼関係の構築（懇談会、家庭訪問、３者面談等）により、相談しやすい

学校風土づくりを進める。

・西連携型小中一貫校サポート会議の開催など、日頃からの連携を密にし、情報収集に

努める。

Ⅴ いじめへの対処（基本）

いじめを「しない・させない･許さない」の原則を守り、毅然とした対応を行う。

１ 基本方針

① いじめの早期解決へ向けて

・詳細な事実確認に基づいた早期対応を行う。

・いじめられている生徒の立場を最優先する。いじめられた生徒への心理的なケア

を実施（担任、教育相談担当、ＳＣなど）する。

・一人で抱え込まないよう、必ず組織で対応する。

・必要に応じ、ためらわず、警察、児童相談所等の関係機関と連携を図る。

② 事実確認後の指導、支援

・生徒･保護者に説明責任を果たす。

・いじめた生徒に対して、心に寄り添いながらも、善悪の判断と反省・謝罪をしっ

かりさせる。

・騒ぎ立てた生徒・傍観した生徒にも、善悪の判断をきちんとさせ、反省をさせる。

・保護者･生徒と連絡を取り、継続的・組織的にサポートする。
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２ いじめの把握と解決に向けた具体的な対応及び留意点

得られた情報をもとに、課題を明確にするとともに、今後の指導方針及び役割分担を

決定し、組織的に対応する。

①いじめられている生徒への対応

・本人の思いや願いを共感的に受け止め、いじめられている事実を可能な限り詳

細に聞く。

②いじめられている保護者への対応

・保護者の思いをしっかりと聞き、これまでの指導で不十分なところがあれば誠意

を持って説明し、謝罪する。

・本人が今後学校生活で安心して生活できるように、具体的な対応については、連

絡を取り合いながら実施することを伝える。

③いじめた生徒、周囲からの情報収集

・いじめた生徒から状況や真実を聞き取る際は、心理的に圧迫感を与えないよう

配慮する。

・５Ｗ１Ｈにもとづき、事実を正確に把握する。

⑤いじめた生徒・保護者への対応

・確認した事実に基づき、行った行為やその行為を受けた生徒の心情を伝える。

事案の重大性に気付かせながら反省を促す。また謝罪の方法等についても考える。

・保護者には、学校の方針を伝えるとともに家庭での子どもの接し方等について

助言する。また、学校での取組の様子を丁寧に伝え、保護者との信頼構築に努める。

⑥学級全体への指導

・いじめられた生徒の辛さを理解させるとともに、はやし立てたり、傍観したり

する行為がいじめを助長させることになることを知らせ、いじめを絶対に許さ

ない態度を育てる。

３ いじめの解消

謝罪をもって安易に解消とせず、少なくとも次の２つの要件が満たし「解消」とする。

① いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間（ 少なくとも３か月を目安）継続

していること。

② 被害者がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害者

本人及びその保護者に対し心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認

する。

４ いじめの再発防止に向けた具体的な対応

いじめられた生徒や他の生徒に対して、継続的に指導を行うと共に、教師間で定期

的に情報を共有する。

①被害側に対して

・被害生徒及び保護者に対しては、担任（部活顧問）を中心に継続的に支援を行う。

・スクールカウンセラーによる、事後の生徒の心のケアを行う。

・必要に応じ、保護者への相談活動も依頼する。
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②加害側に対して

・加害生徒及び保護者に対しても、継続的に指導・助言を行う。

・必要に応じ、外部緒機関を活用し、助言あるいは直接の注意、説諭等も実施する。

③所属集団（学級・部活動など）及び周囲の生徒に対して

・道徳などの時間を使い、周囲の者はこれからどう行動したらよいかを考えさせる

とともに、折にふれ、自分たちの取った行動に対して振り返りを行う時間をとる。

・学級全員で被害生徒・加害生徒を見守り、共に向上していこうとする学級づく

りに努める。

Ⅵ 重大事態発生の場合

重大事態に該当するか否かについては、いじめを受ける生徒の状況に着目して判断

するとともに、いじめられた生徒や保護者から申し立てがあったときは、適切かつ真

摯に対応する。

１ 重大事態とは （いじめ防止対策推進法・28条より）
①いじめにより生徒等の生命、心身または財産に重大な被害が生じたと疑いがあると認

めたとき）

・ 児童生徒が自殺を企図した場合

・ 身体に重大な傷害を負った場合

・ 金品等に重大な被害を被った場合

・ 精神性の疾患を発症した場合等を想定

②いじめにより生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ

ると認めるとき

重大事態が発生した場合には、関係する生徒が深く傷つき、学校全体の生徒や保護者、

地域にも不安や動揺が広がり、ときには事実に基づかない風評等が流れる場合もある。

学校は迅速かつ適切な方法で、生徒や保護者の心のケアを行うとともに、落ち着いた学

校生活を一刻も早く取り戻すため、予断のない一貫した情報発信と個人のプライバシー

の配慮に努める。

２ 報告 速やかに市教委への報告を行ない、指導・助言を受ける。

３ 事実関係を明確にするための調査の実施

「Ⅴ いじめへの対処」に加え、特に次のことを行う。

〇 事案が重大事態に至ると判断したときは、藤岡市教育委員会と連携を図りながら、

速やかに調査を実施する。

なお、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事案の発生防止に必ず

しも十分な結果が得られないと、校長が判断したときは、教育委員会に調査を依頼

する。

〇 調査主体は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、

・いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか

・いじめが発生した背景として、どのような問題があったか
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・学校、教職員がどのように対応したか

等の事実関係を可能な限り、網羅的に明確にする。

この調査は、当該事案への対処や同種の事態の再発防止を図るために行う。

４ 調査結果の提供及び報告

〇 学校は、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る必要な情報

を適切に提供するものとし、提供にあたっては生徒のプライバシー保護に配慮する

等、適切な方法で提供する。

〇 学校は、調査の結果について、藤岡市教委育委員会に速やかに報告する。なお、

いじめを受けた生徒または保護者が希望する場合は、所見をまとめた文書を受理し、

当該文書を調査結果報告に添える。

〇 学校の設置者が調査主体になった場合は、必要な資料提供など調査に協力する。

重大事態の疑いがある場合の連絡体制（概略図）

発生・発覚

校長・教頭・いじめ防止担当教員

生徒指導主事

藤岡市教委 いじめ防止対策委員会 保護者

（含：担任等関係者）

関係諸機関

全職員

５ その他

〇 自殺事案が発生した場合には、市教委、群馬県こころの健康センター「こころの緊

急支援チーム」等への派遣を要請する。

〇 学校は、憶測や噂などの誤った情報で事態が混乱することを防止するため、藤岡市

教育委員会との連携・協力のもと、いじめ対策緊急保護者会などを開催し、個人情報

に十分配慮した上で、事案の状況や学校の対応などについて説明する。

〇 学校はＰＴＡ役員等に情報提供するなど、積極的にＰＴＡと連携し、必要に応じて

協力を依頼する。

〇 学校は、民生委員・児童委員、区長会、地元警察、地域人材・関係諸機関と積極的

に連携し、地域での見守り、巡回などを依頼する。
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Ⅶ 取り組みの見直しと検証
１ いじめ防止基本方針をはじめとする、いじめ防止の取組については、ＰＤＣＡサイク

ルで見直し、実効性のある取組となるように努める。

２ 「学校におけるいじめ問題に関するチェックポイント（市教委）」等による定期的な

指導の検証と分析、見直しを実施する。

いじめ防止等に関する年間計画（概略）
藤岡市立西中学校

学期月 いじめ防止等に関する取り組み

未然防止の取組 早期発見の取組 対応 連携その他

４ ・学級懇談会 ｢生活アンケート」 ・｢いじめ防止基本方針」の確認

月 ・新入生歓迎会 ・「いじめ」の捉え方

一 ５ ・人権集中学習 ※いじめ防止強化月間 ｢生活アンケート」 ・学校警察連絡協議会での意見交

学 月 ・いじめ防止啓発活動 ・生徒総会 M2-DVテストの実施 換

期 ・道徳科の授業

６ ・前期人権集中学習における各委員会 ｢生活アンケート」 ・担当教員の研修報告

月 での取り組み・発表

・校内球技大会

７ ・情報モラル講習会「ネットいじめに ｢生活アンケート」 ・SOSの受け止め方研修

月 ついて考える」 教育相談・３者面談 ・いじめ問題解決に向けた

・SOSの出し方講座（夏休み前） 教育懇談会

８ ・人権教育に関する職員研修 ｢生活アンケート」 ・１学期の取り組みについ

月 ・西中サミットでの議題 て振り返り

二 ９ ・いじめ防止フォーラム ｢生活アンケート」 ・担当教員の研修報告

学 月

期 1 0 ・いじめ防止啓発活動 ・西翔祭 ｢生活アンケート」

月 ・藤岡多野いじめ防止フォーラムに向

けた話し合い

1 1 ・後期人権集中学習（いじめ防止強化月間） ｢生活アンケート」 ・学級懇談会

月 ・校内マラソン大会 教育相談・３者面談

1 2 ・ＳＯＳの出し方講座（冬休み前） ｢生活アンケート」 ・担当教員の研修報告

月 ・SOSの受け止め方研修

１ ・いじめ防止子ども会議に向けた協議 ｢生活アンケート」 ・学校評価を受けた取り組

三 月 みの検証

随

時

対

応

早

期

解

決

保

護

者

へ

の

説

明

教

育

委

員

会

へ

の

連

絡

等

常

時

活

動

生

徒

指

導

の

３

機

能

を

生

か

し

た

授

業

づ

く

り

小

中

一

貫

あ

い

さ

つ

運

動

（

月

１

回

）

校

内

あ

い

さ

つ

運

動

（

毎

日

）

生

徒

指

導

部

会

（

週

１

回

）
・

教

育

相

談

部

会

（

週

１

回

）
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学 ２ ・いじめ防止子ども会議 ｢生活アンケート」 学級懇談会

期 月 ・外部講師による啓発

３ ・３年生を送る会 ｢生活アンケート」

月 ・SOSの出し方講座（春休み前）


